
学校警備業務委託仕様書  
 
第１ 警備対象 
    所在地  佐賀県唐津市鏡新開１番地 
    名 称  佐賀県立唐津東高等学校・中学校  
    対象物  建造物及びそれらの付属建物並びに付属物件及び敷地全域 
第２ 警備目的 
    学校の所有又は管理に係る上記対象物における火災、盗難を防止するとともに、そ

の他の不良行為を排除し、委託者の規律、秩序の保持、施設物品の保全、人命の安全

保護等をはかり、業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。 
第３ 契約期間 
    令和８年４月１日から令和１４年３月３１日まで 
第４ 契約金額 
    長期継続契約のため６年間の総額とする。なお、労務単価等に著しい変動が生じ、

契約金額が甚だしく不適当であると認めたときは、契約を変更できるものとする。 
第５ 警備料の支払い 

入札書に記載された金額を６年で除し、さらに１２月で除した金額（月額）に消費

税額及び地方消費税額を加算した金額を翌月に支払う。 
  支払は適法な請求書を受理後３０日以内に支払う。 
  ただし、年額及び月額に端数がある場合、最初の年及び月に加算する。 

第６ 警備等方法 
１ 機械警備 有：毎日 
２ 常駐警備・巡回警備 なし 

ただし、機械警備設備の設置完了までに要する期間は巡回警備を行う。 
第７ 機械警備の内容 

  １ 警備対象範囲で発生した異常事態を的確にとらえるために、侵入潜伏者を感知可能 
な警備機器を設置し、火災感知は既設の火災報知器より移報する装置を設けることに 
よって、侵入異常と火災異常とは区別して受信可能な設備を設けること。 

  ２ 回線については、短絡、遮断による機器の作動停止及び機器の破壊等すべて異常と 
して瞬時に通報する機能を有すること。 

  ３ 機械警備機器、その付属機器、配線はすべて更新するものとし、設置及び保全に要 
する費用については、すべて受託者の負担とする。 

また、契約期間終了後は速やかに機械警備機器等を撤去し、設置により生じた壁の 
   穿孔跡等は可能な限り現状復旧するものとする。 
  ４ 校舎棟と体育準備室はそれぞれブロックごとに機械警備設定できるようにすること。 
  ５ ブロックごとの警戒箇所には、警戒設定・解除や警戒状態を表示できる（非接触） 

タグキー（カードキー）を設置すること。 
  ６ タグキー（カードキー）の作成枚数は、校舎棟３枚、体育準備室７枚、マスターキ

ー３枚とすること。 
  ７ 機器設置場所は、「機械警備箇所一覧」及び「機械警備機器設置図」のとおり。 
第８ 警備基準時間及び警備実施時間 

１ 警備基準時間 
  （１）平   日 １６：３５から翌朝８：０５まで 



  （２）学校休業日  ８：０５から翌朝８：０５まで 
    ※ 学校休業日とは、土曜日、日曜日、祝祭日、学校閉庁日、年末年始の休日及び

学校の行事等により振り替える日等とする。 
    ※ 火災報知機の監視については２４時間監視とする。 

２ 警備実施時間 
前項の警備基準時間内において、警備対象物が無人の状態となり、学校からの警

備装置警備開始の信号を受けたときに警備を開始し、学校からの警備装置警備解除

の信号を受けたときに警備を終了する。 
３ その他 

前項において、最終退校者の警備装置の操作信号が２１時以降に確認できなかっ

た場合、受託者は学校へ連絡を行う。学校と連絡が取れない場合、受託者の負担に

より警備員を直ちに急行させ、校内に異常がないか確認する。異常がない場合は、

警備開始の手続を行う。異常発生時は第 10 に記載のとおり対応する。 
第９ 警備実施要項 

１ 警備機構 
（１） 警備装置：警備対象物で発生した異常事態を警備本部へ自動的に通報する機能 

を有すること。 
（２） 警備本部：受託者は、警備実施期間中、警備装置を間断なく監視するととも 

に常に警備員との連絡を保持すること。 
（３） 警 備 員：常に警備本部と連絡を保持し、警備対象の異常事態に備えること。 
２ 警備開始時と終了時の取扱い 

 （１）警備開始時における取扱い 
ア 学校における取扱い 
  学校の最終退校者は、防火・防犯その他の事故防止上必要な処置をし、設置し

た警備装置の電源及び回路を警戒の状態にセット及び施錠の確認をする。 
イ 警備本部における取扱い 
  学校の最終退校者の警備装置の操作により自動的に送られる信号を確認し、警

備を開始する。 
  （２）警備終了時における取扱い 
     学校への最初の入校者は入校前に設置した警備装置を解除の状態にセットする。 
第 10 異常状態発生時の対応 

１ 警報受信装置により警備対象に異常事態が発生したことを認知したときは、警備員 
を直ちに急行させ、異常事態の確認と事態の拡大防止にあたるとともに、事態に応じ 
て関係先へ連絡すること。 

２ 火災の表示または報知したときは、消防署への通報及び学校職員への連絡を行うと 
ともに、警備員による初期火災の消火活動にあたらせ、火災による損害を最小限にと 
どめること。 

  ３ 予め定められた学校の責任者または緊急連絡者へ連絡し、後ほど書面をもって学校

長へ報告する。 
第 11 警備実施計画書の提出 
     受託者は警備実施にあたり、あらかじめ警備方法その他必要事項等を定めた警備実

施計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。 
第 12 警備予定者名簿の提出 

１ 受託者は、契約締結の際に警備予定者名簿を提出すること。 



２ 警備員に変動があった場合はその都度連絡すること。 
第 13 警備報告書の提出 
  １ 事故発生の際は、速やかに電話又は口頭で報告するとともに、後ほど書面をもって

学校長へ報告する。 
  ２ 受託者は、月毎の警備報告書を翌月遅滞なく、学校へ提出するものとする。 

  ３ 警備機器を設置した後、設置の状況がわかる写真（設置前後及び設置作業中の写真）

を提出すること。 

第 14 緊急連絡先 

  １ 緊急連絡者は唐津東高等学校・中学校職員とし、別途、文書にて受託者に連絡先を

通知する。 

  ２ 上記緊急連絡者に変更がある場合は、遅滞なくその都度文書により通知するものと

する。 

第 15 鍵の預託 
     警備実施に必要な鍵は、学校から受託者へ預託し、預託された鍵は厳重に取扱い保

管をなすものとする。なお、預託した鍵は複製してはならない。 

第 16 機械警備機器等の費用負担 

  １ 機械警備機器等の施工工事費及び撤去費用は受託者の負担とする。 

  ２ 施工工事完了後において、警備対象の増改築・新築・回線の変更等により当該機械

警備機器等に移設又は変更等の必要が生じた場合は、事前に受託者に通知するものと

し、その際の施工工事費は学校、受託者双方で協議により決定する。この場合、契約

の変更が必要な場合は、契約を変更する。 

  ３ 警備対象区域における警備業務に伴う電気料及び通信費は学校の負担とする。 

第 17 警備設備の設置完了期限 
令和８年４月７日（火） 
ただし、機械警備設備の設置完了までの措置は、次のとおりとする。 

１ 夜間 毎日        巡回警備（不定時２回） 

 ２ 昼間 学校休業日に限る  巡回警備（不定時４回） 

第 18 警備機器の保守点検 

      受託者は、警備機器の機能について適宜保守点検を行い、その都度結果を報告する

こと。なお、保守点検の費用及び保守点検の結果、機器の交換が必要になった場合の

交換費用は受託者の負担とする。 
第 19 警備責任 
      受託者は設置した警備装置が正常に作動しないことにより生じた事故について責

任を負うものとする。 

第 20 守秘義務 
      警備業務に当たり、知り得た秘密は第三者に漏らしてはならない。なお、契約解除

及び契約期間満了後においても同様とする。 
第 21 再委託の禁止 
      第三者への再委託を禁止する。 
第 22 損害賠償 
      受託者の責に帰する理由により、委託業務の実施に関して学校に損害を与えた時は、

その損害を賠償すること。 
     賠償の最高限度額は次のとおりとする。 
  １ 身体上の損害については、一事故について１０億円を限度とする。 



  ２ 財物上の損害については、一事故について１０億円を限度とする。 
  ３ 身体上の損害および財物上の損害が同時に発生した場合、併せて１０億円を限度と

する。 
第 23 その他の事項 

実務上改善事項が生じた場合は、学校、受託者双方で協議のうえ決定し、業務の円

滑なる運営に寄与するよう努めるものとする。 
本仕様書に記載ない事項については、警備業法（警備業法施行細則を含む）に基づ

き業務を行うこと。 


